
 
○予算決算及び会計令（抄） 

（一般競争に参加させることができない者）  

第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の３第１項

の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を除くほ

か、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

一 当該契約を締結する能力を有しない者  

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第32条第１

項各号に掲げる者  

 

（一般競争に参加させないことができる者）  

第71条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当す

ると認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争に参加させな

いことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、

また同様とする。  

二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合したとき。  

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。   

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている

者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用

したとき。  

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争

に参加させないことができる。 

 

 

○国有財産法（抄） 

（職員の行為の制限）  

第16条 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、

又は自己の所有物と交換することができない。  

２ 前項の規定に違反する行為は、無効とする。  

 

 

○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（抄） 

（定義）  

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

二 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又

は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。  

六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

 



 

（国及び地方公共団体の責務）  

第32条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加

させないようにするための措置を講ずるものとする。  

一 指定暴力団員  

二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。）  

三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの  

四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影

響力を有する者（前号に該当するものを除く。） 

  

 

○外国為替及び外国貿易法（抄） 

（定義）  

第６条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。  

五 「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所

を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代

理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住

者とみなす。  

六 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。  

 

 

○外国為替令（抄） 

（財務大臣の許可を要する資本取引等） 

第11条第３項 居住者又は非居住者が第１項の規定により指定された資本取引を行おうと

するときは、当該居住者又は非居住者は、財務省令で定める手続により、財務大臣の許

可を受けなければならない。  

 

 

 


